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ヒッツFM「市役所からこんにちは」毎週木曜日、正午から市役所ロビーで公開生放送中！

●司法書士無料法律相談
司法書士会高山支部による法律相談所
期日　５月20日㈯
時間　午後１時～４時
場所　市民文化会館（昭和町１）
申込方法　５月18日㈭までに TEL

　　　　　（午後１時～４時）

●不動産無料相談
宅建協会飛驒支部による不動産相談所
期日　５月９日㈫
時間　午後１時～３時
場所　宅建協会飛驒支部事務所（昭和町２）
申込方法　直接会場へ

●休日診療などのお知らせ［5月］
診療名 対象となる方 期 日 受付時間 持ち物 場 所

医科診療 休日に急病になった方 3・4・5・7・
14・21・28

8：30～11：30
13：00～14：30 健康保険証

医療受給者証（受給者のみ）
フッ素塗布：1,080円

高山市休日診療所
（市保健センター内）

☎35⊖3175歯科診療 日曜日に歯が痛くなった方
小児のフッ素塗布希望の方

7・14・21・
28

8：30～11：30

●休日・夜間などの急病の場合、受診できる医療機関を知りたいときは高山地域救急医療情報センターまで電話してください〔☎０５７７⊖３４⊖３７９９〕
●高山市民の方は、看護師や医師などに24時間365日、電話で医療相談ができます（通話料・相談料無料、携帯電話使用可） 〔☎０１２０⊖５４⊖７８３０〕

水道工事当番店［５月］  問合先  上水道課  ☎35‒3149

期日 工事事業者 電　話

５
月
中 

㊏
㊐
㊗

朝日・高根／㈲大道石油 55⊖3074

丹生川／㈲こがいと設備 78⊖1552

一之宮／㈲岩西石油店 53⊖2038

清　見／㈲橋詰設備
　　　　㈲梅地土建

68⊖2109
68⊖2614

荘　川／㈲奥美濃設備
　　　　㈲橋詰設備

05769⊖2⊖2460
68⊖2109

その他支所地域

期日 工事事業者 電　話
3㊗ 高山米穀協業組合 32⊖3104
4㊗ 飛驒冷凍空調㈱ 33⊖8212
5㊗ ㈲大平工業 33⊖7238
6㊏ 高橋建設㈱ 33⊖6800
7㊐ 坂本設備工業㈱ 34⊖5709

13㊏ 松井水道㈲ 33⊖1219
14㊐ ㈲桜本配管工事店 32⊖5555
20㊏ ㈱岩佐鐵工所 33⊖5588
21㊐ ㈱蜘手製材所 33⊖3000
27㊏ ㈲高原工業 33⊖2271
28㊐ ㈱アクアテック 36⊖2680

高山地域

期日 工事事業者 電　話

3㊗・4㊗・5㊗
6㊏・7㊐ アクシス 52⊖0020

13㊏・14㊐
20㊏ ㈲山本商会 52⊖3131

21㊐・27㊏
28㊐ ㈲洞口住設 52⊖3284

久々野地域
期日 工事事業者 電　話

3㊗ ㈲下形設備 72⊖3009

4㊗ ㈲森本配管工事店 72⊖3067

5㊗ 吉本設備㈲ 72⊖3323

6㊏ ㈲八賀設備 72⊖2939

7㊐ ㈲下形設備 72⊖3009

13㊏・14㊐ ㈲森本配管工事店 72⊖3067

20㊏・21㊐ 吉本設備㈲ 72⊖3323

27㊏・28㊐ ㈲八賀設備 72⊖2939

期日 工事事業者 電　話
3㊗・4㊗・5㊗

6㊏・7㊐ ㈲大下工業所 0578⊖86⊖2331

13㊏・14㊐ ㈲中本設備 0578⊖86⊖2606

20㊏・21㊐ ㈲大下設備工業 0578⊖86⊖2413

27㊏・28㊐ ㈲大下工業所 0578⊖86⊖2331

国府地域

上宝・奥飛驒温泉郷地域

●メーター器の上に物を置かないことなど、検針にご協力をお願いします。　●水道料金のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。
●水漏れは早めの発見、早めの修理が重要です。月々の使用水量を必ず確認しましょう。

▷水道のトラブルや漏水の修理などは、施工
した水道工事店に依頼してください。

▷施工した水道工事店が不明な場合は、最寄
りの水道工事店または下記当番店に連絡し
てください。

申 込
問合先

岐阜県司法書士会事務所
☎058⊖248⊖1715

申 込
問合先

岐阜県宅地建物取引業協会飛驒支部
☎36⊖1396

問合先 医療課　☎35⊖3177

「法定相続情報証明制度」が始まります

　法務局では、相続手続を簡素化することを目的として、５月２９日（月）から「法定相続情報
証明制度」を開始することとなりました。
　この制度は、提出された戸籍謄本などの書類を基に、法定相続人が誰であるのかを法
務局が確認して対外的に証明するものであり、相続人が法務局に対して申出を行い、法務
局において、内容を確認のうえ、証明書を無料で交付するものです。
　この証明書は、相続登記はもちろんのこと、金融機関における預貯金の払戻し等、各種
相続手続全般においてご利用いただくことが可能ですので、
手続きごとに戸籍謄本等をご用意いただく必要が無くなり便
利です。
　なお、ご不明な点につきましてはお気軽にお問い合わせく
ださい（土日祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分）。

問合先 岐阜地方法務局不動産登記部門　☎058⊖245⊖3509


